
JP 5491287 B2 2014.5.14

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
遊技台に隣設し、貨幣類の投入によって所定枚数の遊技媒体を貸し出す遊技媒体貸出機に
おいて、
前記遊技媒体貸出機には、
該遊技媒体貸出機の前面側に備え、前記遊技台に遊技媒体を払い出す供給部と、
前記供給部の上方に備え前記遊技媒体貸出機の情報等を表示する表示部と、
前記供給部の上端にて可動可能で、且つ、前記表示部の直下には、
その底面を平坦にした載置面を有する載置部と、を備え、
前記載置部には、該載置部の中心から偏心した位置に回動支軸を形成し、
前記載置部は、前記供給部の上端にて前記回動支軸を中心に回動することで
左右方向に可動可能とすることを特徴とする遊技媒体貸出機
【請求項２】
前記載置部は、
載置面を有するホルダー部と、
前記供給部の上端に嵌合する載置基部と、から構成され、
前記ホルダー部には、
前記ホルダー部の中心から偏心した位置に形成された回動支軸と、
前記ホルダー部の可動を規制する可動軸と、を形成し、
前記載置基部には、
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前記回動支軸を挿通する支軸孔と、
湾曲状に開口し、前記可動軸を案内する案内溝と、
バネ軸と、を形成し、
前記支持孔に前記回動支軸を挿通し、且つ、前記可動軸を前記案内溝に挿通し、
前記案内溝に挿通した前記可動軸と、前記バネ軸と、を弾性部材によって連結したことを
特徴とする請求項１記載の遊技媒体貸出機。
【請求項３】
前記ホルダー部は、
前記載置基部に対して、前記回動支軸を中心に収納方向、及び回動方向へ可動すると共に
、
前記案内溝に挿通した可動軸と、バネ軸と、を連結する弾性部材によって、
夫々の方向へ付勢されることを特徴とする請求項２記載の遊技媒体貸出機。
【請求項４】
　前記載置基部には立設する保持片を備え、
前記ホルダー部が、前記載置基部に対し前記回動支軸を中心に回動方向へ可動した際、
前記保持片と前記ホルダー部の側部との間に、その底面が平坦である載置スペースを形成
することを特徴とする請求項１～３記載の遊技媒体貸出機。
 
【請求項５】
　前記ホルダー部には、その外周に嵌合する可動保持壁を備えるとともに、
前記載置部には、一端から他端にかけて斜め上方に傾斜状に開口する上昇案内溝を形成し
、
前記可動保持壁と前記上昇案内溝とは該可動保持壁と連結する可動軸によって挿通され、
前記ホルダー部が前記載置基部に対し前記回動支軸を中心に回動することで左右方向へ可
動する動作と連動して、
前記可動軸が前記上昇案内溝の下端側から上端側へ移送され、
前記可動保持壁は前記可動軸の移送されることにより、前記ホルダー部から上方向へ上昇
可動することを特徴とする請求項１～４記載の遊技媒体貸出機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、遊技台に隣設し、貨幣類の投入によって所定枚数の遊技媒体を貸し出す遊技媒
体貸出機に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、遊技店(パチンコ店、パチスロ店等)においては、遊技台(パチンコ台、スロットマ
シン)を横方向直線的に配列し、遊技台一台毎に遊技客に遊技媒体(パチンコ玉、メダル等
)を供給する遊技媒体貸出機が連列されている。遊技媒体貸出機は、内部に遊技媒体払出
機を備え、遊技客が遊技媒体貸出機の上部に位置する貨幣投入機に貨幣を投入し、前記貨
幣投入機にて投入された貨幣の真偽を識別し、正規の貨幣と判断された場合に、前記遊技
媒体払出装置より所定枚数の遊技媒体を遊技客に払い出す。
【０００３】
　また、昨今の遊技店には、ペットボトル、飲料缶等の飲料水を持って遊技店に入店し、
該飲料水を飲みながら遊技を興じる遊技客が増大している。また、タバコを吸いながら、
更には携帯電話を掛けながら遊技を楽しむ遊技客も多く見かける。このような場合、飲料
水の入った飲料容器（ペットボトル、飲料缶、紙コップ等）や、小物類（タバコ、ライタ
ー、携帯電話等）の載置場所としては、遊技台、及び遊技媒体貸出機を載置する載置板の
空きスペース等に置かれていた。
【０００４】
しかしながら、上記のように載置板に飲料容器、小物類等を載置すると、遊技客の手など
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が当たって倒したり、載置板から落下させてしまう事態が生じていた。また、飲料容器を
初め、タバコ、携帯電話といった小物類は遊技客によってその載置場所がまちまちである
ことから、乱雑で汚らしい感じを与え、遊技客が遊技店に入店した際に不快感を生じさせ
るものであった。そこで、前述するような不都合を解消するために特許文献１が開示され
ている。
【０００５】
　特許文献１に記載されている台間メダル貸機（遊技媒体貸出機）は、前記台間メダル貸
機の前面に取付けられたメダル供給装置の上端部に、その底面を平坦にした載置スペース
を形成したものであり、該メダル供給装置の上端部の空スペースに飲料水の入った飲料容
器や、小物類を載置できるようにした。
【０００６】
また、昨今の遊技媒体貸出機においては、その前面側に液晶操作部を備えたものが特許文
献２として開示されている。特許文献２に開示されている遊技媒体貸出機は、その前面側
を制御部パネルと、補給パネルと、前面パネルとから構成され、該前面パネルの前面側上
部には、その裏面側に遊技媒体貸出機に関する情報等を表示する液晶操作部を配置した液
晶保護パネルと、前面側下部に所定枚数の遊技媒体を遊技機（遊技台）の受皿に払い出す
供給部（メダル供給装置）と、から構成されている。前記液晶保護パネルは、その正面を
遊技客側に向けた扇形状であり、すなわち液晶保護パネルの右側が突設した形状としてい
るため、遊技媒体貸出機の左側に位置する遊技客以外からは見え難い構造としている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００４－２２９６８７
【特許文献２】特開２００９－２４０４１７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
前述する特許文献２で開示した遊技媒体貸出機の供給部上端に、その底面を平坦にした載
置スペースを形成した場合、飲料水の入った飲料容器（ペットボトル、缶、紙コップ等）
や、小物類（タバコ、ライター、携帯電話等）を載置した際、該供給部の上部（前面パネ
ルの前面側上部）に配置した液晶操作部の前面側を、載置した飲料容器、小物類等で遮っ
てしまい、遊技客は前記液晶操作部に表示される情報を容易に視認することができなかっ
た。
【０００９】
本発明は上記問題を鑑みて、遊技媒体貸出機に関する情報等を表示する液晶操作部を備え
た遊技媒体貸出機において、飲料水の入った飲料容器や、小物類等を供給部上端に載置し
ても、液晶操作部に表示される情報を視認可能で、且つ、確実に載置可能とする遊技媒体
貸出機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
上記の問題を解決するために、本発明の請求項１は、遊技台に隣設し、貨幣類の投入によ
って所定枚数の遊技媒体を貸し出す遊技媒体貸出機において、遊技媒体貸出機には、該遊
技媒体貸出機の前面側に備え、遊技台に遊技媒体を払い出す供給部と、供給部の上方に備
え遊技媒体貸出機の情報等を表示する表示部と、供給部の上端にて可動可能で、且つ、表
示部の直下には、その底面を平坦にした載置面を有する載置部と、を備え、載置部には、
該載置部の中心から偏心した位置に回動支軸を形成し、載置部は、供給部の上端にて回動
支軸を中心に回動することで左右方向に可動可能とすることを特徴とする。
【００１１】
また、本発明の請求項２は、載置部は、載置面を有するホルダー部と、供給部の上端に嵌
合する載置基部と、から構成され、ホルダー部には、ホルダー部の中心から偏心した位置
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に形成された回動支軸と、ホルダー部の可動を規制する可動軸と、を形成し、載置基部に
は、回動支軸を挿通する支軸孔と、湾曲状に開口し、可動軸を案内する案内溝と、バネ軸
と、を形成し、支持孔に回動支軸を挿通し、且つ、可動軸を案内溝に挿通し、案内溝に挿
通した可動軸と、バネ軸と、を弾性部材によって連結したことを特徴とする。
【００１２】
また、本発明の請求項３は、ホルダー部は、載置基部に対して、回動支軸を中心に収納方
向、及び回動方向へ可動すると共に、案内溝に挿通した可動軸と、バネ軸と、を連結する
弾性部材によって、夫々の方向へ付勢されることを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明の請求項４は、前記載置基部には立設する保持片を備え、ホルダー部が、
載置基部に対し回動支軸を中心に回動方向へ可動した際、保持片とホルダー部の側部との
間に、その底面が平坦である載置スペースを形成することを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明の請求項５は、　ホルダー部には、その外周に嵌合する可動保持壁を備え
るとともに、載置部には、一端から他端にかけて斜め上方に傾斜状に開口する上昇案内溝
を形成し、可動保持壁と上昇案内溝とは該可動保持壁と連結する可動軸によって挿通され
、ホルダー部が載置基部に対し回動支軸を中心に回動することで左右方向へ可動する動作
と連動して、可動軸が上昇案内溝の下端側から上端側へ移送され、可動保持壁は可動軸の
移送されることにより、ホルダー部から上方向へ上昇可動することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の遊技媒体貸出機によれば、該供給部の上端にて可動可能な載置部を備え、その
中心から偏心した位置に形成した回動支軸を中心に回動することによって左右方向に可動
可能とすることで、前記載置部に飲料容器や小物類等を載置しても、該載置部を可動する
ことで、表示部に表示される遊技媒体貸出機の情報を視認することが可能となり、容易な
構造で表示部を視認可能な移動量を確保することができる。
【００１６】
また、ホルダー部は、可動軸と、バネ軸と、を連結する弾性部材によって収納方向、及び
回動方向へ夫々付勢されることによって、ホルダー部が可動途中で止まることが無く、ま
た、遊技客が無理に力を入れることが無くホルダー部を可動することが可能となる。
【００１７】
　また、ホルダー部を回動方向に可動させた際に、載置面を有するホルダー部とは別に載
置スペースを形成することで、前記ホルダー部の載置面に飲料容器等を載置していても、
更に、他の小物類を載置することが可能となる。よって、遊技客の複数の所持物を一括載
置可能とし、載置場所がまちまちで遊技台周辺が乱雑だった問題を解消することができる
。
【００１８】
　さらに、ホルダー部の外周に嵌合する可動保持壁が、該ホルダー部の左右方向へ可動す
る動作と連動して上方向へ上昇可動することで、前記ホルダー部に載置した飲料容器が、
該ホルダー部が可動動作中、又は可動動作後においても飲料容器を確実に保持することが
可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】遊技媒体貸出機を設置した遊技島を示す正面図である。
【図２】遊技媒体貸出機を示す外観斜視図である。
【図３】遊技媒体貸出機の供給部周辺を示す部分拡大図であり、（ａ）は載置部が収納時
の部分拡大斜視図、（ｂ）は収納時の平面図、（ｃ）は載置部が回動時の部分拡大斜視図
、（ｄ）は回動時の平面図である。
【図４】載置部の構成を示す分解斜視図である。
【図５】載置部の回動動作を示す底面図であり、（ａ）は収納時の状態を示す底面図、（
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ｂ）は回動途中の状態を示す底面図、（ｃ）は回動時の状態を示す底面図である。
【図６】遊技媒体貸出機の供給部周辺を示す部分拡大図であり、（ａ）は収納時の部分拡
大斜視図、（ｂ）、（ｃ）は回動時の部分拡大斜視図である。
【図７】遊技媒体貸出機の供給部周辺を示す部分拡大図であり、（ａ）は第２実施例であ
る載置部が収納時の部分拡大斜視図、（ｂ）は収納時において載置部の背面図、（ｃ）は
第２実施例である載置部が回動時の部分拡大斜視図、（ｄ）は回動時において載置部の背
面図である。
【図８】第２実施例である載置部の分解斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施例について図面を参照しながら説明する。
【００２１】
図１は遊技媒体貸出機３を設置した遊技島Ｙを示す正面図である。
　遊技店に設置された遊技島Ｙには、横方向直線的に複数の遊技台１（スロットマシン）
が配設されており、遊技台１一台毎に遊技客に遊技媒体(メダル等)を供給する遊技媒体貸
出機３（メダル貸機）が隣設されている。また、遊技媒体貸出機３の上方側には、遊技客
が貨幣を投入する貨幣投入機２１が設けられている。前記貨幣投入機２１の内部には紙幣
識別機(図示せず)が設けられ、遊技客が投入する貨幣の真偽を識別する。遊技客が貨幣を
貨幣投入機２１に投入することで、前記貨幣投入機２１の内部に設けた紙幣識別機にて、
遊技客が投入した前記貨幣の真偽を識別し、正規の貨幣と判断された場合に、該遊技媒体
貸出機３の内部に備えた遊技媒体払出機（図示せず）より所定枚数の遊技媒体を遊技台１
の受皿１ａに払い出す。
【００２２】
　図２は本発明である遊技媒体貸出機３の外観斜視図である。
遊技媒体貸出機３は、前面側が開口した縦長箱状の本体部３ａと、前記本体部３ａの前面
側上部に位置し、前記本体部３ａと前面側より着脱可能な制御部パネル５と、遊技媒体を
補給する際に開閉する補給パネル７と、前記本体部３ａの前面側下部に位置し、前記補給
パネル７と蝶板にてネジ止めされ、前記本体部３ａと着脱自在の構成からなる供給部パネ
ル９とから構成されている。
【００２３】
前記制御部パネル５は、前記本体部３ａに備えた制御部（図示せず）の前面側に位置し、
遊技媒体貸出機３の状態を表示する表示ランプ５ａと、遊技客が操作する各種スイッチ５
ｂと、遊技客が会員カード、ＩＣコイン等の媒体を挿入する、ＩＣカード挿入口５ｃ、Ｉ
Ｃコイン投入口５ｄと、ＩＣコイン払出口５ｅと、が設けられている。また、前記補給パ
ネル７は、遊技店店員が遊技媒体貸出機３へ遊技媒体を補給する際に開閉するものであり
、前記補給パネル７には遊技客が不正に開閉できないように施錠鍵７ａが設けられている
。
【００２４】
前記供給部パネル９は、該供給部パネル９の前面側上部に形成された液晶保護部９ａと、
前面側下部に所定枚数の遊技媒体を遊技台１の受皿１ａに払い出す供給部１１と、が設け
られている。液晶保護部９ａには、その裏面側に遊技媒体貸出機３に関する情報等を表示
する表示部として液晶操作部９ｂが配置されている。そして、液晶操作部９ｂは前面側よ
り液晶保護部９ａの開口９ｃを介して視認及び操作を可能としている。
【００２５】
また、液晶保護部９ａは、本実施例では図１に示すように、遊技台１の右側に遊技媒体貸
出機３を配置しているため、液晶保護部９ａの開口９ｃの正面を遊技客側に向けた扇形状
であり、すなわち液晶保護部９ａの右側が突設した形状としているため、遊技媒体貸出機
３の左側に位置する遊技客以外からは見え難い構造としている。さらに、供給部パネル９
は、補給パネル７と蝶板にてネジ止めされ一体化されており、供給部パネル９を着脱する
際、補給パネル７も着脱することができる。
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【００２６】
前記液晶保護部９ａの裏面側に配置された液晶操作部９ｂはタッチパネル型液晶であり、
遊技媒体貸出機３の情報等の表示を行うとともに、遊技客が会員カード等の媒体を挿入し
た際、暗証番号を入力するため操作するものである。本実施例において、液晶操作部９ｂ
はタッチパネル型液晶としたが、遊技媒体貸出機３の情報等を表示するのみの表示部とし
てもよい。　
【００２７】
供給部１１は、遊技媒体貸出機３の内部に備えた遊技媒体払出機から払い出される遊技媒
体を遊技台１の受皿１ａに供給するものであり、供給部パネル９に取り付けられた供給基
部１１ａと、該供給基部１１ａに水平方向に回転可能に支持され、所定位置で固定する供
給シュート１１ｂと、から構成される。供給シュート１１ｂは前記供給基部１１ａに水平
方向に回転可能に支持されているため、例えば、遊技台１のメンテナンス時等に退避する
とともに、遊技台１の受皿１ａ へ湾曲しながら傾斜して臨むように成形されている。ま
た、前記供給基部１１ａの上端には後述する載置部１３が設けられている。　
【００２８】
図３は遊技媒体貸出機３の供給部１１周辺を示す部分拡大図であり、（ａ）は載置部１３
が収納時の部分拡大斜視図、（ｂ）は収納時の平面図、（ｃ）は載置部１３が回動時の部
分拡大斜視図、（ｄ）は回動時の平面図である。　載置部１３は、供給部１１の上端且つ
液晶保護部９ａの下方に位置し、供給基部１１ａの上端と嵌合する載置基部１５と、図３
（ａ）～（ｄ）に示すように該載置基部１５の上端に備え、左右方向に回動自在に可動す
るホルダー部１７と、から構成され、前記ホルダー部１７は、略円筒形状で上方が開口し
た凹み形状を有し、その底面が平坦である載置面１７ａが形成されている。また、載置基
部１５は供給部１１の上端に着脱自在に嵌合されており、前記ホルダー部１７と共に、必
要に応じて取り外すことが可能である。　
【００２９】
前記載置面１７ａには、飲料水の入った飲料容器や、小物類等を載置することが可能であ
り、前記飲料容器や小物類等を載置した際に、載置面１７ａの外周に形成された保持壁１
７ｂにて、飲料容器や小物類等を安定的に保持することができる。また、前記ホルダー部
１７には前記載置面１７ａまで凹んだ２箇所の開口部１７ｃを有し、載置面１７ａを掃除
する際に、該載置面１７ａに溜まった埃を落とすゴミ落しとして使用できる他、円筒形状
ではない飲料容器（例えば、紙パック製品など）、タバコ、携帯電話といった小物類等を
、２箇所に形成された開口部１７ｃにわたって載置することが可能である。　
【００３０】
図４は載置部１３の構成を示す分解斜視図である。また、図５は載置部１３の回動動作を
示す底面図であり、（ａ）は収納時の状態を示す底面図、（ｂ）は回動途中の状態を示す
底面図、（ｃ）は回動時の状態を示す底面図である。　前述より載置部１３は、載置基部
１５と、ホルダー部１７と、で構成されており、図４に示すように、ホルダー部１７の底
面側には、該ホルダー部１７の中心から偏心した位置に形成された回動支軸１７ｄと、同
様に該ホルダー部１７の中心から偏心した位置であり該回動支軸１７ｄと同円周上に形成
され、該ホルダー部１７の可動を規制する可動軸１７ｅと、が下方に向けて夫々形成され
、載置基部１５には、湾曲状に開口し、前記可動軸１７ｅを案内する案内溝１５ａと、円
筒状の支軸孔１５ｂと、バネ軸１５ｃと、が夫々形成されている。
【００３１】
ホルダー部１７に形成された回動支軸１７ｄを、載置基部１５に形成された支軸孔１５ｂ
に挿通すると共に、前記ホルダー部１７の可動軸１７ｅを、前記載置基部１５の案内溝１
５ａに挿通する。前記支軸孔１５ｂに挿通した回動支軸１７ｄを前記載置基部１５の底面
側よりネジ１３ｂにてネジ止めし、前記案内溝１５ａに挿通した可動軸１７ｅと、バネ軸
１５ｃと、を弾性部材としてねじりコイルバネ１３ａで夫々嵌合させて連結し、ネジ１３
ｂにて夫々ネジ止めすることで、載置部１３を構成する。ねじりコイルバネ１３ａは、そ
の両端をリング状に形成され、一端側を可動軸１７ｅの外周に回転可能に嵌合し、他端側
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をバネ軸１５ｃの外周に回転可能に嵌合する。よって、ねじりコイルバネ１３ａは、載置
基部１５に形成されたバネ軸１５ｃを中心に左右に揺動可能に支持され、その弾性力によ
り、前記ホルダー部１７が収納時の状態から回動時の状態となるのを付勢し、且つ、回動
時の状態から収納時の状態となるのを付勢するように配置されている。
【００３２】
図５（ａ）、（ｂ）、（ｃ）に示すように、ホルダー部１７は、支軸孔１５ｂに挿通した
回動支軸１７ｄを前記載置基部１５の底面側よりネジ１３ｂにてネジ止めすることで、回
動支軸１７ｄを中心に回動可能となり、併せて、湾曲状の案内溝１５ａに挿通した可動軸
１７ｅが該案内溝１５ａに沿って矢印方向ａ（収納方向）、及び、矢印方向ｂ（回動方向
）と可動するため、前記ホルダー部１７は、載置基部１５の上端にて収納時、及び回動時
と可動動作することができる。
【００３３】
また、図５（ｂ）に示すように、ホルダー部１７が回動支軸１７ｄを中心に回動すると、
湾曲状の案内溝１５ａに挿通した可動軸１７ｅが図中上方向へ移送し、該可動軸１７ｅが
バネ軸１５ｃに最も近づいたとき（可動軸１７ｅが案内溝１５ａの略中間位置に移送した
場合）に最大たわみ角となり、そこから可動軸１７ｅが左右いずれかの方向にずれること
で、ホルダー部１７が収納時の状態（図中矢印方向ａ）又は回動時の状態（図中矢印方向
ｂ）となるように付勢するようになっている。よって、ねじりコイルバネ１３ａによって
、夫々の方向へ付勢することで、ホルダー部１７が回動途中で止まることなく、確実に収
納時の位置、及び、回動時の位置まで回動動作することができる。
【００３４】
また、図３（ｃ）、（ｄ）に示すように、載置基部１５の上面側部には、上方に立設する
保持片１５ｄが側面側に形成されており、ホルダー部１７を回動動作させた際に、該保持
片１５ｄと該ホルダー部１７の側部１７ｆとが略平行となり、且つ、底面が平坦である載
置スペース１９を形成する。前記載置スペース１９を形成することで、ホルダー部１７の
載置面１７ａに飲料水の入った飲料容器や、小物類等を載置した場合であっても、載置ス
ペース１９にタバコの箱、携帯電話といった小物類等を載置基部１５に形成された保持片
１５ｄとホルダー部１７の側部１７ｆとで挟み込むよう保持され載置することができる。
よって、遊技客はより多くの所持物を供給部１１の上端に設けた載置部１３に載置するこ
とができる。
【００３５】
次に図６を用いて、作用を説明する。図６は、遊技媒体貸出機３の供給部１１周辺を示す
部分拡大図であり、（ａ）は収納時の部分拡大斜視図、（ｂ）、（ｃ）は回動時の部分拡
大斜視図である。　図６（ａ）に示すように、遊技客は遊技台１を遊技する際、持ち込ん
だ飲料水の入った飲料容器（図中ではペットボトルＰ）を供給部１１の上端に備えた載置
部１３に載置する。該載置部１３のホルダー部１７が収納時の際には、載置したペットボ
トルＰは遊技客側に向けた扇形状の液晶保護部９ａに当接することがなく、該ホルダー部
１７の載置面１７ａにペットボトルＰを載置することが可能であり、且つ、前方側へ倒れ
ないように保持壁１７ｂにて保持され、安定的に載置することができる。
【００３６】
ホルダー部１７が収納時の際にペットボトルＰを載置すると、前記液晶保護部９ａの裏面
側に配置された液晶操作部９ｂの前面側を遮る状態で載置することとなり、遊技客は該液
晶操作部９ｂに表示された遊技媒体貸出機３の情報を視認すること、又は、遊技客がＩＣ
カード等の媒体を挿入した際に暗証番号を入力するなどの操作すること、等を行うことが
できない。その場合、図６（ｂ）に示すように、ペットボトルＰを載置した状態にてホル
ダー部１７を、該ホルダー部の中心から偏心した位置に形成した回動支軸１７ｄを中心に
回動することで、前記ペットボトルＰは扇形状の液晶保護部９ａを接触することなく避け
るように横方向（図中右方向）に移動する。よって、載置したペットボトルＰは液晶操作
部９ｂの前面側を遮らなくなり、遊技客は該液晶操作部９ｂに表示された情報等を視認す
ること、又は、暗証番号を入力するなどの操作すること、等が可能となり、容易な構造で
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液晶操作部９ｂの視認・操作可能な移動量を確保することができる。
【００３７】
ペットボトルＰを載置したホルダー部１７は、載置基部１５の背面側よりネジ１３ｂにて
ねじ止めされているため、飲料水が入った重いペットボトルＰを該ホルダー部１７の載置
面１７ａに載置した状態で回動しても、ホルダー部１７は下方に傾くこと無く安定的にペ
ットボトルＰを載置することが可能である。また、可動軸１７ｅと、バネ軸１５ｃと、を
連結したねじりコイルバネ１３ａの付勢力により、ホルダー部１７が回動途中で止まるこ
となく、また、遊技客は無理に力を入れることなく、前記ホルダー部１７を回動すること
が可能である。
【００３８】
また、ホルダー部１７を回動させた際に形成される載置スペース１９に遊技客が所持する
タバコの箱、携帯電話といった小物類等を載置することが可能となり、図６（ｃ）に示す
ように、ペットボトルＰと共に、タバコの箱、携帯電話といった小物類等（図中ではタバ
コの箱Ｈ）を載置部１３に載置することができる。遊技客が所持しているペットボトルＰ
、及びタバコの箱Ｈを載置部１３に一括載置可能とすることで、従来、遊技客によってそ
の載置場所がまちまちで遊技台１の周辺が乱雑だった問題を解消することができ、遊技客
が遊技店に入店した際、不快感を与えることがなくなる。
【００３９】
また、第２実施例として、図７、８に示すように、前述するホルダー部１７の回動動作と
連動して、該ホルダー部１７に載置した飲料容器を倒れないよう確実に保持する機構を備
えることも可能である。　図７は遊技媒体貸出機３の供給部１１周辺を示す部分拡大図で
あり、（ａ）は第２実施例である載置部２３が収納時の部分拡大斜視図、（ｂ）は収納時
において載置部２３の背面図、（ｃ）は第２実施例である載置部２３が回動時の部分拡大
斜視図、（ｄ）は回動時において載置部２３の背面図である。また、図８は第２実施例で
ある載置部２３の分解斜視図である。
【００４０】
図８に示すように、第２実施例における載置部２３は、載置基部２５と、ホルダー部２７
と、から構成され、前記載置基部２５には、案内溝２５ａと、支軸孔２５ｂと、が形成さ
れ、前記ホルダー部２７には、載置面２７ａと、保持壁２７ｂ、回動支軸２７ｃと、可動
軸２７ｄと、が形成され、前述した載置部１３と同様に、前記載置基部２５の上端を前記
ホルダー部２７が左右方向に回動自在に可動する構成となる。また、前記載置基部２５に
は、一端から他端にかけて斜め上方に傾斜状に開口した上昇案内溝２５ｃが形成されてい
る。また、ホルダー部２７には、遊技客が該ホルダー部２７を回動操作するつまみ２７ｅ
が形成されている。
【００４１】
前記ホルダー部２７には、円筒形状でその上下が開口した可動保持壁２９が、前記ホルダ
ー部２７の保持壁２７ｂの外周を覆うように嵌合されており、載置基部２５の背面側から
可動軸２９ａを、上昇案内溝２５ｃを介して該可動保持壁２９に形成された連結孔２９ｂ
と連結することによって、前記上昇案内溝２５ｃに挿通状態となる。前述する構成により
、前記ホルダー部２７が前記載置基部２５の上端を、該載置基部２５に対し前記回動支軸
２７ｃを中心に回動することで左右方向へ可動すると、その可動動作と連動して、図７（
ｂ）、（ｄ）に示すように、可動保持壁２９と連結した可動軸２９ａが上昇案内溝２５ｃ
に沿って、該上昇案内溝２５ｃの下端側から上端側へ移送する。前記可動軸２９ａが前記
上昇案内溝２５ｃに沿って移送することで、該可動軸２９ａと連結孔２９ｂにて連結され
た可動保持壁２９は、ホルダー部２７から上方向へ上昇する。
【００４２】
よって、図７（ａ）～（ｄ）に示すように、ホルダー部２７が収納時においては、載置面
２７ａの外周に形成された保持壁２７ｂと、該保持壁２７ｂの外周に嵌合した可動保持壁
２９とは同等の高さであり、ホルダー部２７が回動時においては、可動保持壁２９は図７
（ｃ）、（ｄ）に示すように前記ホルダー
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動時に、可動保持壁２９を上昇させることで、載置面２７ａに飲料容器等を載置して回動
動作中、或いは、回動動作後においても、飲料容器を確実に保持することが可能となるた
め、該飲料容器を倒して遊技台１周辺が乱雑になることを防止することができる。また、
ホルダー部２７を回動させた際にできる空スペースを載置スペースとし、タバコ、携帯等
の小物類を載置してもよい。
【００４３】
本実施例において、載置部１３は、供給基部１１ａの上端と嵌合する載置基部１５と、該
載置基部１５の上端に回動自在に可動するホルダー部１７と、から構成されたとしたが、
供給基部１１ａの上端側に、前記載置基部１５に形成された案内溝１５ａ、支軸孔１５ｂ
、バネ軸１５ｃ、保持片１５ｄ等を形成し、ホルダー部１７とネジ止めすることで該ホル
ダー部を供給基部１１ａの上端を回動自在に可動する構成としてもよい。
【００４４】
本実施例において、遊技媒体貸出機３は、遊技台としてスロットマシンに隣設し、遊技媒
体としてメダル等を供給するメダル貸機としたが、パチンコ台に隣設し、遊技媒体として
パチンコ玉を供給する玉貸機としても転用可能とする。
【符号の説明】
【００４５】
１　　　遊技台
３　　　遊技媒体貸出機
５　　　制御部パネル
７　　　補給パネル
９　　　供給部パネル
９ａ　　液晶保護部
９ｂ　　液晶操作部（表示部）
１１　　供給部
１３　　載置部
１３ａ　ねじりコイルバネ（弾性部材）
１５　　載置基部
１５ａ　案内溝
１５ｂ　支持孔
１５ｃ　バネ軸
１５ｄ　保持片
１７　　ホルダー部
１７ａ　載置面
１７ｂ　保持壁
１７ｃ　開口部
１７ｄ　回動支軸
１７ｅ　可動軸
１７ｆ　側部
１９　　載置スペース
２３　　載置部
２５　　載置基部
２７　　ホルダー部
２９　　可動保持壁
Ｙ　　　遊技島Ｐ　　　ペットボトルＨ　　　タバコの箱
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